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【開催日】 令和５年３月２０日（月） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午前１０時６分 

【出席委員】 

委員長 長谷川 知 司 副委員長 宮 本 政 志 

委員 伊 場   勇 委員 岡 山   明 

委員 笹 木 慶 之 委員 前 田 浩 司 

委員長 藤 岡 修 美 副委員長 中 岡 英 二 

委員 恒 松 恵 子 委員 中 島 好 人 

委員 中 村 博 行 委員 森 山 喜 久 

委員 矢 田 松 夫   

【欠席委員】 

委員 古 豊 和 惠   

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹   

【執行部出席者】 

 なし 

【事務局出席者】 

局長 河 口 修 司 主査兼議事係長 中 村 潤之介 

庶務調査係長 田 中 洋 子   

【審査内容】 

１ 要望書（入札制度の改正等を要望） 

 

午前９時 開会 

 

長谷川知司委員長 おはようございます。ただいまから総務文教常任委員会、

産業建設常任委員会連合審査会を開催いたします。本日、古豊委員から

所用のため欠席するという届けが出ておることを報告します。それでは

審査内容１、要望書（入札制度の改正等を要望）という要望書について、
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前回、皆様方には論点を整理するということでお話しして、御理解され

ていると思います。この要望書の要望１から５までございますが、１か

ら順に各自、論点整理されていると思いますので、意見をお聞きしたい

と思います。なお、その前に、私が手持ち資料として持っているものを

読ませていただきます。県内各市の特別簡易型、簡易型、標準型の実績

を調べたものがございますので、読ませていただきます。特別簡易型は、

下関市で２６件、岩国市で１件、光市で１件、周南市で１件、山陽小野

田市で１件、ほかはゼロ件です。簡易型は、下関市で１件、防府市で３

件、ほかはゼロ件です。標準型は全てゼロ件です。今のは令和３年度で

あります。それで令和４年度、今年度はこの１月末までの件数ですが、

特別簡易型は、下関市で３６件、岩国市で２件、光市で６件、周南市で

２件、山陽小野田市で２件ということで、ほかはゼロ件です。簡易型は、

下関市で１件、山口市で３件、ほかはゼロ件です。標準型については、

全てがゼロ件ということで、参考までに申しておきます。では、要望１

ですね。「登録工事土木工事一式と水道設備工事の予定価格（請負対象

設計額）が３，５００万円（税別）を超える入札については、全て特別

簡易型総合評価競争入札をする」という要望について、皆様方から意見

をお聞きいたします。前回の市の説明では、今後増やしていけたら、あ

るいは、見直していきたいとは考えておりますという説明を受けており

ます。皆様、意見ございませんか。 

 

中岡英二副委員長 今、言われたように市の説明の中に増やしていけたら、見

直していきたいという考えがあるということなので、是非とも実施でき

る、確かに猶予期間は要ると思うんですよ。その猶予期間を入れて、い

つからやるのか。やれるのか。それを返答いただきたいと思いますね。

執行部の返答です。それと、どのように見直していくのかというのをは

っきりと回答いただきたいと思います。 

 

伊場勇委員 中岡委員と少し重なるんですけれども、市の答弁の中で、「見直

していけたらいいなとは考えております」ということなんですけれども、
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これにはもちろんその企業側、相手側の都合もあると思います。すぐに

この３,５００万円を超える入札について、土木工事、水道設備工事を全

て特別簡易型にするということについては、企業側のいろいろな資格

等々の整備もあると思います。いきなりするのではなくて、猶予期間を

きちんと設けてやるということは必要かなと思うんです。執行部の答弁

で、今のままではいつするか分かりませんけど、やったらいいかなぐら

いの思いでございまして、ただ、この要望書に書かれている方はすぐし

てほしいということなんですけれども、そこは執行部にもっと真剣に考

えていただきながら、きちんとした答えを頂いて、この要望書の回答を

するべきだと思っております。以上です。 

 

長谷川知司委員長 ほかには質問ございませんか。 

 

中島好人委員 質問なのかどうかですけど、僕はやっぱり市のほうが、入札の

中でどういう方法がいいのかと。やはり今研究段階だと。やはりそこを

僕は尊重すべきじゃないかなと思うんですよね。全てという項目もやは

り気になるところなんですよね。ですから、その辺のところどうなのか

ということがね、担当として考えていることであろうと思うので、僕は

それを尊重したいなと思っています。 

 

長谷川知司委員長 １番については、執行部にいつから、どのように見直して

いくのかということを聞く必要があるということがございました。この

ことについて、別に皆さん異論ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）では、１番はこれで置いておきましょう。２番、もう１回読みます

ね。「建設工事競争入札参加資格審査申請の土木一式工事格付Ａの条件

である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載されている

２年・３年平均完成工事高を１億円以上から１億５,０００万円以上に変

更してほしい」あわせて「格付Ａの条件である総合点数を９００点以上

から９２０点以上にしてほしい」ということであります。このことにつ

いて皆様方、質問を整理されていると思いますので、お聞きします。２
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番について質問をお願いいたします。 

 

中岡英二副委員長 執行部の説明の中に、こういった１億円以上の工事を１億

５,０００万円以上にすると、格付の条件を総合点数９００点から９２０

点以上に変更することに対して、執行部は５００万円以上の工事であれ

ば、一応７社以上、７社ということにすごくこだわっておられるんです

が、競争原理からして、何社かあったほうがいいというのは分かります

けど、７社にこだわられる理由というか、執行部からその辺の明確な回

答が欲しいなと思います。以上です。 

 

森山喜久委員 今の中岡委員の話につながるんですけど、７社必要なのかとい

うことで、その理由が欲しいという部分とともに、逆に７社を割ったと

き、例えば５社とか４社とか、そういった形で工事の発注が可能なのか、

その辺はよく聞けてなかったかなと思うので、こういった辺りを執行部

のほうに状況を確認する必要があるかと思っております。 

 

長谷川知司委員長 過去の工事を見ますと、７社未満でも入札はされた例があ

ります。ただ、少ない場合は、ほかの欄からの繰上げということもあっ

たと覚えております。 

 

森山喜久委員 逆に言えば、そのほかの、Ａランク、Ｂランク、Ｃランクでそ

れぞれのランクの位置づけ、繰上げがいいのかどうなのかというのがあ

るんですけど、そういったところの部分も不透明なところもあるので、

私は理解できてないところもあるので、その辺は詳しく聞く必要がある

のかなと思います。 

 

岡山明委員 私も執行部のほうに確認していただきたいのが、この完成工事高

のボーダーラインですね。これは、今回１億５,０００万円ということで

す。平成２０年以降のそういう完成工事高がどのぐらいだったかと。そ

の年によって平成２０年以降、前回の執行部の話からすると、その金額
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が１億円から２億円と金額が変わっています。執行部側から、年ごとに

ボーダーラインがどう変わったか、その辺のいきさつをもう一度確認し

ていただきたいと思っているんですけど。 

 

長谷川知司委員長 要するにボーダーラインの推移ですね。 

 

岡山明委員 推移がどうなっとるかということで、この要望書と合わせてとい

うことでお聞きしたいと思います。 

 

伊場勇委員 ボーダーラインの話が出ましたが、そもそもこれから市が発注す

る工事の量を加味しながらの話になるかと思います。工事量がすごく減

るのであれば、この１億５，０００万円以上にしたとしても、発注量が

なければ、Ａランクの格付の業者がどんどん減っていってしまうとなる

と、７社以上という今の入札参加者指名基準というものがありますけれ

ども、それがまた崩れてしまうというところは、今後の何年先まで考え

て、この基準を、また、ボーダーラインを改正するのか等々についても、

もちろん執行部の方はいろいろ加味されていると思いますので、その辺

についても聞いておく必要があるのかなと思っています。以上です。 

 

岡山明委員 伊場委員のほうから話があったんですけど、今回、令和５年６月

１日に総合点数を業者側にそういう通知をされますが、その辺の基準に

ランク分けが何社あったかと、そのランク別の一覧表が取れるなら、執

行部側から報告いただきたいなと思ったんですけど。 

 

長谷川知司委員長 各ランク数の推移ですね。 

 

前田浩司委員 今回、要望者の方から出された金額の件と総合点数の件、過去

の入札の件を実際に当てはめてみて、どんな弊害が出てくるのか。状況

が何らか変わるのか、その辺のシミュレーションをされてみて、それも

一つの参考資料として考えられたらいいかなと思っているんですけど、
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いかがでしょうか。 

 

長谷川知司委員長 はい、分かりました。それも、執行部のほうには意見を伝

えておきます。 

 

伊場勇委員 格付基準を変えるに当たって、やはり業者側のことも考えなきゃ

いけないのかなと思います。業者の方は、もちろん市の仕事ではない仕

事もされていると思いますので、そのバランスや、もちろん先ほど要望

１のような猶予期間、もちろんヒアリングも含めながらの猶予期間とい

うのも必要かなと思うんですが、その程度をどれぐらい執行部としては

判断しているのかというところも確認するべきかなと思っています。以

上です。 

 

長谷川知司委員長 要望事項２について、ほかにはございませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）では次に、要望事項３についてお聞きいたします。要望

事項３を読ませていただきます。「土木・建築・管工事格付ごとに工事

成績評点（平均点）の下限値を設定し、下回る場合は、格付を下げる等

のペナルティを設定する。正当な理由がなく、工期を遅延した業者に対

してのペナルティを明確にし、指名停止処分や格付の見直しをする。工

事の丸投げや手抜きをする法令違反の業者も同様です。山陽小野田市立

山口東京理科大学の工事も同様とする」とあります。これについて、皆

様方の意見をお聞きします。 

 

中岡英二副委員長 要望書の中に、工期を遅延した場合に業者にペナルティー

を課すと。自分たちに厳しくするということで、市民にとってはこうい

うのは当然じゃないかと思いますが、執行部の前回の回答の中に、やは

りこれはそういうペナルティーで対応するのではなく、指導してそうい

うことを改善していくということを何度か言われていますが、そうした

指導の仕方が今までうまくいっていないから、そういう工事の遅延とか、

そういうのが出ているんじゃないかと思いますので、その辺の考えを市
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民の立場に立って、やはり税金が使われていますから、そういうことが

ないようにするためには、やはりペナルティーと。厳しい言い方になる

かもしれませんけども、そういうのを是非とも考えてやっていただきた

いなと思いますので、そのできない理由で、行政法、建築法などを言わ

れていましたけど、やはりその辺のことを私らも理解できておりません

ので、もっと厳しい対応も必要ではないかなと思います。以上です。 

 

矢田松夫委員 要望者の方も言われましたけど、やっぱり現実に丸投げがある

と言われておりますが、現実にもうこの丸投げそのものの理由がどうな

のかというのが明らかにされてない。どんな理由で丸投げされているの

か、そういうところを少し明らかにすべきだと思います。 

 

長谷川知司委員長 これはそういう事例ごとに、その理由を。 

 

矢田松夫委員 そうですね。例えば、工事のことは分かりませんが、この前、

代表の方が来られたときにはそういう実態があると言われましたね。そ

れについてはペナルティーを課すべきだと言われましたけど、実際どの

ような事業で丸投げがあるのか。本当に落札業者がやっているのか。二

次受け、三次受け、四次受けの方がやっているのか。なぜそうなってい

るのか、少し分からない部分があるんじゃないかと思います。 

 

伊場勇委員 ここで大事なのは、工事成績評点というものの下限を設定できる

かどうかというところが、まず一つあると思います。それを下回る場合

はペナルティーを課すということでございますが、そもそもその設定を

平均点にするのか、何点以下にするのかというところは、そういう設定

をすることができるのか、そこを設定することで何かリスクが生じる場

合はないかというところも確認するべきだと思います。あともう一つは、

答弁にもありましたが、建設業法というのが、行政法であって処罰法で

はないというところでございましたが、いろいろ調べていくと、結局、

その建設業法に違反した場合は、その者に対して、１年以内の期間を定
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めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができるとございまして、

これは罰則であると思います。何をもって処罰法ではないと言ったのか

が気になるところです。執行部側に聞いたときには、丸投げというのは

把握していないというように、私は答弁で受け取りました。ただ、参考

人として呼ばれた方からはあるんですと。そこにそごが生じているかな

と思っておりますので、その辺についても、もう一度きちんと確認する

べきかなと思っております。以上です。 

 

岡山明委員 今の部分、私も気になっていますけど、このペナルティーが前回

の執行部側から資料としてありますよと。先ほど言われたように、指名

停止というそういう新しい入札参加資格に係る指名停止措置要領とかそ

ういう形で資料も頂いたときには、ペナルティーに関する話もされまし

た。伊場委員も言われたように、要望書に対するペナルティーの状況が、

市が出しているペナルティとどう違うのかと。認定された場合は、２か

月から９か月の停止処分とあったんですけど、出された資料の中にペナ

ルティーという言葉がありますので、要望者のほうから出ているペナル

ティーの意味をもう一度確認してもらって、市との整合性がどうも合わ

んような気がするんです。その辺の確認をしていただきたいなと思って

います。 

 

長谷川知司委員長 あわせて、工事成績評点をどのように活かしているかとい

うこともお聞きする必要があるかと思います。 

 

伊場勇委員 工事中、どういった工事が行われているのかというのは、もちろ

ん市はその工事の監督者との情報交換、意見交換をされて進められてい

ると思うんですけれども、その現場に実際行ってみるとか、本当にその

現場がどういうふうに行われているのかとか、もちろん信頼関係の下、

契約の下でやられていると思うので、そこはお互いが信じたいところだ

と思います。なので、抜き打ちなどは難しいところなのかもしれません

が、発注側の責任もあると思います。もちろん市民のための工事ですか
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ら、その辺についてもどういうふうに監視とまでは言いませんが、きち

んと発注者として、責任を負っていくのかというところも執行部に対し

て確認するべきかなと思っています。 

 

長谷川知司委員長 要するに、発注者側の管理責任を聞きたいと。 

 

森山喜久委員 今の伊場委員と重なるんですけど、発注責任を負う意味でも現

地を確認してもらう必要があるんですけど、それはもし何かあったとき

の指導はどういう状況なのか。程度に合わせたら、先ほど出てきたペナ

ルティーという表現になりますけど、そういったペナルティーについて

明確にきちんと実施するのかどうなのか、そういったところを改めて聞

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

長谷川知司委員長 そういうところまできちんと規則か運用で決めているかど

うかですね。ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

次に行きましょう。要望４について読み上げます。「山陽小野田市立山

口東京理科大学で実施されている公募型プロポーザル方式による候補者

選定結果の公表について、明確な評価調書を公表する」というようにあ

りますが、これについて皆様方の意見があれば。前回、執行部からの説

明では、「その業者の部分はお伝えしているとお聞きしております」と

いう執行部からの説明はありました。 

 

中岡英二副委員長 この要望書の書いてあるところで、選定されなかった工事

の業者は、選定されなかった理由をやはり知りたいと思うんですよね。

確かに執行部は、そちらからの要望があれば、それにお答えすると言わ

れていますが、やはり公表した事によって、その業者がどこが悪かった

のか、やはり業者が一歩、１ランク、２ランク上がっていく要因にもつ

ながっていくと思うんですよ。ましてこのプロポーザルって、かなりの

経費が掛かるということが書かれていますから、そうした中で、やはり

公表できれば公表して、いいところ、悪いところを自己反省というか、
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工事がもし受けられなかった業者にはそういう反省をして、努力してい

ただきたいという思いがあります。その相手方、聞きたいといったとこ

ろだけ返答されるという理由が私には理解できないんです。 

 

伊場勇委員 公募型プロポーザル方式については、理科大は市に準じていると

いうことでございましたが、そもそも市もプロポーザルで、いろんな契

約がございますけれども、公表してないわけですよ。いろいろ考えてみ

ると、初めの要望１で話した、特別簡易型総合評価方式については、そ

の企業努力の部分も全て公表されているわけじゃないですか。どこが取

って、どこが落ちたということが全て分かるような形になっていますよ

ね。けど、公募型プロポーザルについては、その内容が分からないとい

うことですよね。市民の立場から考えると、税金が使われて、一方では

そういった細かい内容がいろいろ判断され、評価されて、一つの業者が

取ったと。でも、プロポーザルにおいては、どういった評価か分からな

いまま点数だけが出て、どういった業者も多数業者があったら、Ａとか

Ｂとかにされて、この１、２を取った点数しか出ないと。選定された業

者と点数しか出ないというのは、理解ができないところがあります。そ

の正当な理由が分からないですね。利益を害する恐れがあるという理由

なんですが、どんな利益を害する恐れがあるのかなと思いますし、それ

こそ今の時代、情報公開も全てほとんどのことを開示しながら、行政も

進めていると思うんですけども、これだけなんかすごく閉鎖的な感じが

して、他市でも余り公表されてない部分も多いようですけれども、そこ

はもう本質的に根本に立ち返って、執行部にも考えていただきたいです

し、正当な理由というのをきちんと示していただきたいと思っています。 

 

長谷川知司委員長 今のお二方の意見は、あくまでもプロポーザルに対しては、

きちんと公表すべきだと。できないならできない理由を執行部がきちん

と言ってほしい、ただ単に要綱がこうだからと言うんじゃなくて、必要

に応じてば要綱を変えても、公表すべきことは公表すべきだということ

を執行部に聞きたいということでいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）
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ほかにはございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）最後、要望５に行き

ます。山陽小野田市立山口東京理科大学の工事は山陽小野田市から発注

するという要望でございます。これについては、大学側で出したり、市

が出したりというのがあると思います。そこで、このような要望が出た

のかもしれません。皆様方からの意見をお聞きします。意見ございませ

んか。 

 

中岡英二副委員長 先日の執行部の答弁の中で、工事を市が行うと、手続上で

工期が長くなってしまう、必要な時期までに建設が難しいということが

あり、大学が行えば早くできるのだろうということで、そういう理由で

大学側が発注しているということですが、その工期の違いは、どれぐら

い違うのか。市が発注したときと大学が発注したときと、その辺の明確

な日数というか、工事によって違うと思いますけど、そのできない理由

がそれだけなのかお聞きしたいですね。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）要望

１から５について、論点の整理をした結果、皆様方から様々な意見が出

ました。今、意見を聞くに当たりましては、やはりこの委員会だけでは

出せない答えもございますので、次回、執行部を呼ぶほうがいいかなと

は思いますが、皆様方の意見をお聞きしますが、いかがですか。 

 

宮本政志副委員長 今、自由討議になっていましたよね。いろいろお聞きして

みますと、確かに次の流れとしたら、執行部を呼んで、今いろいろ出た

質疑をしていくという流れは、当然要ると思うんです。先ほど岡山委員

と前田委員は資料恵与のことを言われています。そうすると資料恵与で

すから、この連合で議決を取らないといけませんが、私は岡山委員が言

われた資料、前田委員が言われた資料というのは、少し論点がよく分か

らなかったので、どういった論点のために、質疑のために、必要な資料

か分かりませんでした。長谷川委員長、藤岡委員長、これ要望書１から

５までありますよね。まずその要望書でそれぞれ理由も載っています。



 12 

そうすると、１から５までのそれぞれの要望の内容とその理由、そこの

論点整理がやはり共通認識としてないといけないと思います。そして、

それぞれの委員が議事録はもうお読みだと思いますので、その議事録や

執行部のほうの答弁から論点整理をしておかないと、質疑がいろいろな

方向に、よく分からない方向に行くとぐちゃぐちゃになるといけないと

思います。執行部の答弁に対する論点整理をしていく、そして、どのみ

ち執行部を呼ばないといけませんけど、呼んだときに質疑がもうあっち

にいったり、こっちにいったりしたりすると、もともと非常に複雑な要

望書内容になっておりますから、どういったことを論点整理して聞いて

いくかということをきちんと話し合いをして、その上で執行部を呼ばな

いといけないと思いますね。それから執行部を呼んだ後、この委員会と

して、総務文教単独になるか分かりませんが、この要望書に対する回答

も出さないといけませんし、その回答によっては、執行部に対して、こ

の連合として、あるいは担当委員会、例えば総務文教としてか分かりま

せんが、どういう方向性、附帯なのか何か分かりませんが、執行部に議

会として、どういう方向性を示すかというところのある程度論点整理を

しておかないとと思います。その辺りは、今日ある程度詰めておかない

と、執行部を呼んで質疑をどうぞとなってくると収拾がつかなくなるよ

うな気がするんですけどね。その辺り、時間的にもう３０分、４０分過

ぎていますので、暫時休憩を入れていただいて、その後の再開で、その

辺り議論したいなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

長谷川知司委員長 今、休憩の要望がございました。大体時間的にはちょうど

いい時間ですので、ここで暫時休憩といたします。 

 

午前９時３５分 休憩 

 

午前９時５５分 再開 

 

長谷川知司委員長 では休憩を解きまして委員会を再開いたします。先ほどま
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で、皆様方から要望１から５について様々な意見をお聞きしました。こ

れについて、今後の進め方を皆様方からお聞きします。何か意見があれ

ば。 

 

宮本政志副委員長 今後の進め方は、当然、執行部を呼んで質疑と答弁という

形になるんでしょうけど、先ほど言いましたように、岡山委員と前田委

員は資料恵与されていますので、その資料恵与をそれぞれもう一度簡潔

明瞭に説明していただいて、よろしかったらここで決めればいいんじゃ

ないですか。 

 

長谷川知司委員長 今そういう意見がありましたので、ここで資料恵与につい

て、説明を再度簡潔に受けたいと思います。 

 

前田浩司委員 要望の２のところで要望者の方から、完成工事高１億円から１

億５,０００万円に変更を希望されております。あわせて、格付Ａの条件

についての総合点数を９００点から９２０点に変更を希望するという要

望が出ております。このように条件を変えることによって、ボーダーラ

インというか、そのランクがどのように変わるのかという資料があれば、

求めたいと思っておりますけれどもいかがでしょうか。 

 

長谷川知司委員会長 ボーダーラインを変えることによって、ランク内の業者

数がどう変わるかということでいいですね。 

 

前田浩司委員 業者の数です。はい、委員長のおっしゃるとおりです。 

 

岡山明委員 前回の執行部の話で、ランクのボーダーラインは見直しをかかっ

ているというお話をされたんですよ。直近では、平成２０年には完工高

が２億円。完工高は、平成１７年、１８年ぐらいは、２.５億円ぐらいあ

った。それで総合点数も１,０００点以上過去にあったという状況があり

ました。合併前につきましては、１.５億円の９５０点。ただし、１.５
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億円のときには技術員が４人ということで、その辺が１級、２級、それ

以上の方が２人いて、審査も市のほうであったという状況で、１.５億円

から２.５億円になり、今２.５億円から１億円になったというのは、や

はり社会情勢をいろいろ加味した上で見直しをしてきたという話もされ

ていますので、年によってそれぞれ違いがあると見られます。それを具

体的に執行部から、何年度に金額が動いているかと、今回、１億５,００

０万円、９２０点と要望書に入っていますので、それに沿った金額、ラ

インを明確にしていただきたいということで、資料請求するという状況

です。 

 

長谷川知司委員長 岡山委員の言うことをまとめると、合併後のボーダーライ

ンの推移の一覧、グラフでもいいし数字でもいいということで、それを

知りたいということですね。 

 

岡山明委員 社会情勢を踏まえた上で、金額と総合得点の評価も変わっとると

いうことで、今回どうなんだという、その辺の整合性を確認しようと思

います。 

 

長谷川知司委員長 今、前田委員、岡山委員からそれぞれ資料請求の説明がご

ざいました。それについて、資料請求すべきかどうかを決めたいと思い

ます。最初に前田委員からありましたボーダーラインの変化により業者、

各ランクの業者数がどのように推移するかという資料請求です。これに

ついてどうでしょう、皆さん。（発言する者あり）よろしいですか。で

は次に岡山委員からありました、合併後からの市のボーダーラインの推

移の一覧を知りたいということですが、皆さんどうでしょう。いいです

か。 

 

伊場勇委員 前田委員の資料のところですけども、いつのものと言ってあげた

ほうがいいと思うんですよ。令和４年度に、たしか格付を見直されたん

じゃないかなと思うので、そのときに、例えば、これが１億円から１億
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５,０００万円で９００点が９２０点なった場合には、業者の数がこうな

りますよというところの資料があればいいのかなと思っています。岡山

委員からの資料の件については、合併後の改定の推移ですよね。合併後

の推移ということでいいと思います。以上です。 

 

長谷川知司委員長 前田委員の令和４年度のランク付けの各業者数を参考にし

てどう変わるかということですね。その二つを資料請求するということ

で行きます。 

 

中岡英二委員 岡山委員が言われた社会情勢を加味するというのが難しいんじ

ゃないかなと思うんです。そして、この要望書の中にもそれは書かれて

ないと思うんですが、その辺どうでしょうか。 

 

長谷川知司委員長 資料請求が出たときに、皆様が意見をそれについて必要が

あればされると思います。 

 

宮本政志副委員長 岡山委員の資料恵与の付け加えですけど、合併後のいつか

らいつに幾らから幾らに変わったという資料出るときに、もしよろしけ

れば、なぜそのときにその金額に変えたかという理由は必ずあるはずな

ので、その時点でこういう理由で上がったんだ、下がったんだというの

もその資料に付け加えていただいたほうが分かりやすいですね。 

 

長谷川知司委員長 理由も書いてもらうということですね。 

 

中岡英二副委員長 今言われたように、それが社会情勢と思いますので、そう

いうのを付け加えたほうがいいと思います。 

 

宮本政志副会長 前田委員のほうの資料恵与ですけど、変わった場合にどのよ

うな数になったかというのも当然知りたいんですが、仮に、執行部のほ

うがこういうふうにした場合にこのようになるだろうという、推移に対
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するシミュレーションみたいなものが根拠としてあれば、例えば、Ａラ

ンクの業者が少なくなるからこうなんだというような答弁がある場合に

は、シミュレーションしていると思うんですよね。だから、もしそうい

ったものもあれば一緒に出してもらったら、そのことについても質疑し

たいところもありますので、その辺りを出していただきたいと思います

ね。 

 

長谷川知司委員長 シミュレーションというのは、どこまで出せるかというの

がありますが。 

 

伊場勇委員 すみません、少し訂正を。前回、その等級区分を変えたのは、令

和３年６月１日からということで、令和５年の５月３１日までというこ

となので、先ほど令和４年と言いましたが、令和３年の間違いです。以

上です。 

 

長谷川知司委員長 そうですね。大体２年に１回変えていきますので、令和３

年ですね。では、そういうことでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）次に今後の審査会の進め方ですが、何かこれについて意見ござい

ますか。やはり議事録をきちんと精査して、論点をまとめるということ

が大事だと思いますが、どうでしょうか。今回のこの連合審査会での議

事録を見てまとめるということをもって、次の審査会に臨むべきだと思

いますが、よろしいでしょうか。それについては、誠に御無礼ですが、

両副委員長で中心となってやっていただきたいんですが、いいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）お願いします。ほかにはございませんか。（「な

し」と呼ぶ者あり）今日の連合審査はこれで終了いたします。お疲れ様

でした。  

 

 

午前１０時６分 散会 
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令和５年（2023 年）３月２０日              

 

                総務文教常任委員長 長谷川 知 司  

産業建設常任委員長 藤 岡 修 美 

 


